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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　座部と、当該座部の後部に設けられた背凭れと、座部及び背凭れを支持する基台とを備
えた理美容院用椅子において、
洗髪ボウル装置が接続されるものであり、
　基台は、上記座部の前方に備えられたフットバス装置を有し、
　上記のフットバス装置は、足を乗せることが可能なシンク部と、主給排水装置と、シャ
ワー装置とを備え、シンク部内には、ノズルと、循環用給水口とが設けられ、
　洗髪ボウル装置は、頭を乗せることが可能なボウル部と、副給排水装置とを備え、
主給排水装置は、給湯源から給湯を受け、給水源から給水を受け、排水源へ排水するもの
であり、三方弁と、ポンプと、第１導管と、第２導管と、第３導管と、第４導管と、第５
導管と、主排水管とを備え、
副給排水装置は、上記主給排水装置から給湯を受ける副給湯管と、当該主給排水装置に対
して排水を行う副排水管とを備え、
　上記の三方弁とポンプとは、基台内部に設けられ、
　上記の第１導管は、基台内部に設けられ、三方弁とシャワー装置のコックとを接続し、
　上記の第２導管は、基台内部に設けられ、三方弁とシンク部の給湯口とを接続し、
　上記の第５導管は、基台内部に設けられ、給湯源及び給水源を、第１導管へ連絡し、
　上記の第３導管は、基台内部に設けられ、シンク部の循環用吸水口と上記ポンプの吸水
側とを接続し、



(2) JP 4606914 B2 2011.1.5

10

20

30

40

50

　上記の第４導管は、基台内部に設けられ、上記ポンプの排水側とシンク部の上記ノズル
と接続し、
　上記のボウル部は、洗髪を行うことが可能な浴槽であり、副シャワー装置が備えられ、
　上記副給湯管は、一端が副シャワー装置に接続され、
　副給湯管の他の一端側は、上記三方弁に接続され、
副給湯管には、副シャワー装置への給湯を止めるコックが設けられたことを特徴とする理
美容院用椅子。
【請求項２】
　フットバス装置の給排水装置が、上記の主給湯管と主排水管とを備え、
　上記主給湯管と主排水管とは、床上に露出した状態に、配管されたものであり、
　上記の主給湯管には、給湯と水とを混合することが可能なミキシング装置が設けられ、
　洗髪ボウル装置の上記の副給湯管と副排水管は、柔軟なホースを備え、当該ホースには
、連結カプラが設けられ、
　フットバス装置の上記給排水装置には、上記ホースの連結カプラを接続することが可能
な被連結カプラが設けられ、
　上記両カブラを結合することによって、上記の柔軟なホースを介し、上記洗髪ボウル装
置の給排水装置を、上記フットバス装置の給排水装置へ接続することが可能なことを特徴
とする請求項１記載の理美容院用椅子。
【請求項３】
　上記背凭れは、頭部を支持するヘッドレストを備え、少なくとも当該ヘッドレストは、
背凭れから分離し或いは折り畳むことが可能なものであり、
　当該ヘッドレストを取り外し或いは折り畳んだ際、上記洗髪ボウル装置の接続により、
ヘッドレストに代わり洗髪ボウル部が頭部を支持するものであることを特徴とする請求項
１又は２に記載の理美容院用椅子。
【請求項４】
　フットバス装置の上記シンク部は、足浴をすることが可能な浴槽であり、当該シンク部
内には、上記主排水管７に接続された排水口４１ｂが備えられたことを特徴とする請求項
１乃至３の何れかに記載の理美容院用椅子。
【請求項５】
　洗髪ボウル装置の上記ボウル部内には排水口が設けられたことを特徴とする請求項１乃
至４の何れかに記載の理美容院用椅子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、フットバス用椅子に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ストレスを緩和する手段として、各方面において、近年リラクゼーション効果を高める
工夫が種々なされている。
　そのような中、温水による足のマッサージが極めて有効であることが注目され、温水を
ノズルから噴出させて足のマッサージを行うフットバス装置が提案されている。
　例えば、美容院や理髪店において、被施術者は、頭髪に施術される間、長時間椅子に拘
束されるものであり、その間、リラクゼーション効果を得ることができれば、効果的であ
ると考えられる。
【０００３】
　この点について、従来、特許文献１や特許文献２に示す通り、椅子に座して、頭髪のカ
ットなどの施術を受ける被施術者に対して、当該椅子に座したまま、洗髪用ボウルにて、
洗髪即ちシャンプーなどの頭部へのトリートメントを施すことが可能な椅子が提案されて
いる。
　例えば、上記の特許文献１に見られるものは、椅子が設置される床下に施設された給湯
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管および排水管と、前記椅子の下部に配設され前記給湯管と排水管に接続される給湯パイ
プおよび排水パイプと、該給湯パイプおよび排水パイプに昇降および起伏が可能な背凭れ
を有する椅子の下部において接続され、且つ、移動可能なシンク装置と接続するための給
湯バルブおよび排水バルブとを具備したことを特徴とする給排水管を具備した椅子である
。このような椅子では、洗髪ボールやスピットンボールの下部に取付けた給排水バルブを
接続することにより、前記ボールと床下の給排水管と接続することができるので、洗髪や
嗽を行うことができる。
　特許文献２では、移動式の上記洗髪用ボウルに関するものあり、椅子へ接続する点、平
行リンクでボールを水平に昇降させる点、椅子とのロック手段を設ける点が示されている
。
　同種のものが、上記特許文献１及び特許文献２のほか、特許文献３にも見られる。この
特許文献３に示されたものは、椅子と洗髪台との組み合わせで、床下から椅子へ配管を設
け、椅子下部に配管接続部を設ける点、移動シンク装置の下部に配管接続部を設ける点、
移動シンク装置側において給湯（給水）の操作が行えるようにした点が示されている。
【０００４】
【特許文献１】特許第３３０１８５８号公報
【特許文献２】特許第３３０１８５９号公報
【特許文献３】特許第３２７８２８７号公報
【０００５】
　このような理美容院用椅子に座して、頭髪のカットなどの施術を受ける被施術者は、足
部のマッサージを受けることによって、極めて有効に、前述のリラクゼーション効果を得
ることができると考えられる。
　しかし、上記各先行文献に示された理美容院用椅子において、被施術者が座したまま、
洗髪を受けることが可能であるのみで、洗髪中に、上記リラクゼーション効果を得るため
の、他の手段について検討されたものは皆無である。
　一方、現状のフットバス装置自身についても、足部へのマッサージと共に頭部への洗髪
やトリートメントといったリラクゼーション効果のある処理を施すことを可能としたもの
は皆無である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本願発明は、フットバス用椅子において、足部のマッサージやその洗浄と共に
洗髪や頭部へのマッサージにより、リラクゼーション効果を得ることが可能な椅子を提供
して、上記の課題の解決を図った。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願第１の発明は、基台２とを備えた理美容院用椅子について、次の構成を備えたもの
を提供する。
即ち、この理美容院用椅子は、洗髪ボウル装置が接続されるものであり、基台２は、上記
座部の前方に備えられたフットバス装置を有し、上記のフットバス装置は、足を乗せるこ
とが可能なシンク部と、主給排水装置４２と、シャワー装置３とを備え、シンク部内には
、ノズル４１ｃと、循環用給水口４１ｄとが設けられ、洗髪ボウル装置は、頭を乗せるこ
とが可能なボウル部と、副給排水装置とを備える。主給排水装置４２は、給湯源から給湯
を受け、給水源から給水を受け、排水源へ排水するものであり、三方弁６６と、ポンプ６
７と、第１導管６１と、第２導管６２と、第３導管６３と、第４導管６４と、第５導管６
５と、主排水管７とを備える。副給排水装置は、上記主給排水装置から給湯を受ける副給
湯管９２と、当該主給排水装置に対して排水を行う副排水管とを備える。上記の三方弁６
６とポンプ６７とは、基台２内部に設けられている。上記の第１導管６１は、基台２内部
に設けられ、三方弁６６とシャワー装置３のコック３３とを接続する。上記の第２導管６
２は、基台２内部に設けられ、三方弁６６とシンク部４１の給湯口４１ａとを接続する。
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上記の第５導管６５は、基台２内部に設けられ、給湯源及び給水源を、第１導管６１へ連
絡する。上記の第３導管６３は、基台２内部に設けられ、シンク部４１の循環用吸水口４
１ｄと上記ポンプ６７の吸水側とを接続する。上記の第４導管６４は、基台２内部に設け
られ、上記ポンプ６７の排水側とシンク部４１の上記ノズル４１ｃと接続する。上記のボ
ウル部５１は、洗髪を行うことが可能な浴槽であり、副シャワー装置９が備えられている
。上記副給湯管９２は、一端が副シャワー装置９に接続され、副給湯管９２の他の一端側
は、上記三方弁に接続され、副給湯管９２には、副シャワー装置９への給湯を止めるコッ
クが設けられている。
【０００８】
　本願第２の発明は、上記本願第１の発明にあって、次の構成を採る理美容院用椅子を提
供する。
　即ち、フットバス装置４の給排水装置４２が、上記の主給湯管と主排水管とを備える。
上記の主給湯管と主排水管とは、床上に露出した状態に、配管されたものであり、上記の
主給湯管には、給湯と水とを混合することが可能なミキシング装置が設けられ、
　洗髪ボール装置５の上記の副給湯管と副排水管は、柔軟なホースを備え、当該ホースに
は、連結カプラが設けられ、
　フットバス装置４の上記給排水装置４２には、上記ホースの連結カプラを接続すること
が可能な被連結カプラが設けられ、
　上記両カプラを結合することによって、上記の柔軟なホースを介し、上記洗髪ボウル装
置５の給排水装置５１を、上記フットバス装置４の給排水装置４２へ接続することが可能
なことを特徴とする。
【０００９】
　本願第３の発明は、上記本願第１又は第２の発明にあって、次の構成を採る理美容院用
椅子を提供する。
　即ち、上記背凭れ１２は、頭部を支持するヘッドレスト１４を備える。少なくとも当該
ヘッドレスト１４は、背凭れ１２から分離し或いは折り畳むことが可能なものである。当
該ヘッドレスト１４を取り外し或いは折り畳んだ際、洗髪ボウル装置４の上記接続により
、ヘッドレストに代わり洗髪ボウル部が頭部を支持する。
【００１０】
　本願第４の発明は、上記本願第１乃至第３の何れかの発明にあって、次の構成を採る理
美容院用椅子を提供する。
　即ち、フットバス装置４の上記シンク部４１は、足浴をすることが可能な浴槽であり、
当該シンク部４１内には、上記主排水管７に接続された排水口４１ｂが備えられている。
【００１１】
　本願第５の発明は、上記本願第１乃至第４の何れかの発明にあって、洗髪ボウル装置５
の上記ボウル部５１内には排水口が設けられたことを特徴とする理美容院用椅子を提供す
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本願の上記第１～５発明によって、フットバス用椅子において、椅子に座った被施術者
が足部のマッサージや洗浄を受けている間、それと並行して、施術者から洗髪やトリート
メント、頭部マッサージを受けることができる。
　これによって、洗髪による爽快感と共に、被施術者は、足部のマッサージや洗浄により
、リラクゼーション効果を、有効に得ることができる。
　例えば、本願発明に係るフットバス用椅子を利用することにより、理美容院において、
被施術者が理髪やパーマ或いは洗髪を受けている間、これらと並行して、足部のマッサー
ジや洗浄を被施術者に施すことを可能とした。これによって、洗髪による爽快感と共に、
被施術者は、足部のマッサージや洗浄により、リラクゼーション効果を、有効に得ること
ができる。特に、理髪又はパーマから洗髪といった一連の処理により、長時間椅子に拘束
されている最中に、足部からリラクゼーション効果を得ることができ、理髪やパーマなど
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の美容のための施術に続く洗髪中、被施術者にとって、極めて快適な時間を過ごすことが
できる。
　また、頭髪のカットなどの理髪・美容のための施術後、或いは当該施術中に、被施術者
が椅子から移動せずに洗髪が行え、また、同時に、足部の洗浄やマッサージが行え、被施
術者の足部へのマッサージや洗浄が遮られず、極めて有効に上記のリラクゼーション効果
を得ることができる。特に、被背術者が座したまま、洗髪や足部の洗浄やマッサージを受
けることができるので、限られた理髪店や美容室のスペースを有効に活用することができ
る。また、これにてスペースを広く活用できるので、リラクゼーション効果をより高める
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照しつつ、本願発明の好ましい実施の形態について、説明する。図１～
図６へ本願発明の一実施の形態を示す。図１は、本願発明に係る理美容院室用椅子の使用
状態を示す全体側面図である。図２は、図１に示す椅子の要部斜視図である。図３は、図
２の一部切欠要部平面図でる。図４は、図２の一部切欠斜視図である。図５は上記本願発
明に係るフットバス用椅子の主として給湯についての説明図である。図６は、当該椅子の
略全体側面図である。
　説明の便宜上、図面において、適宜、Ｕは上方を、Ｓは下方を、Ｆは前方を、Ｂは後方
を示す。
【００１４】
　図１へ示す通り、この椅子は、椅子本体１と、基台２と、移動式の洗髪ボウル装置５と
を備える。
　以下各部の構成について詳しく説明する。
【００１５】
　椅子本体１は、図２へ示す通り、被施術者ｍが腰を下ろす座部１１と、当該座部１１の
後部に設けられた背凭れ１２と、座部１１の左右に設けられた肘掛１３，１３とを有する
。
　背凭れ１２には、座部１１に対して前後の傾き角度を調節することが可能なリライニン
グ式ものを採用する。また、背凭れ１２には被施術者ｍが頭部置くことが可能なヘッドレ
スト１４が設けられている。被施術者ｍの肩及び肩より上方と対応する部分（以下背凭れ
上部１２ａと呼ぶ。図２において斑点が付された部分である。）は、背凭れ１２の他の部
分（以下背凭れ下部１２ｂと呼ぶ。）から分離することが可能である。具体的に説明する
と、背凭れ上部１２ａにはその下部より下方へ突出する雄部１２ｃ，１２ｃが設けられ、
背凭れ下部１２ｂにはその上部に上記雄部を差し込むことが可能な雌部１２ｄ，１２ｄが
設けられている。施術者ｎが被施術者ｍに対して理髪やパーマなど施術するに際して、図
２へ示す通り、背凭れ上部１２ａは、背凭れ下部１２ｂに取り付けられている。そして、
洗髪を行う際、上記の雄部１２ｃ，１２ｃを雌部１２ｄ，１２ｄから引き抜くことによっ
て、図１へ示す通り、上記の背凭れ上部１２ａを背凭れ下部１２ｂより取り外すことが可
能である。上記のヘッドレスト１４は、背凭れ上部１２ａに設けられており、背凭れ上部
１２ａを外すことによって、当該ヘッドレスト１４も背凭れ１２から取り除くことができ
る。背凭れ上部１２ａを外すことにより、背凭れ１２は、洗髪ボウル装置５を背凭れ１２
の後部に配置した際、背凭れ１２に凭れている被施術者ｍの頭部を当該洗髪ボウル装置５
へ円滑に乗せられる高さにまで低くなる。
　この実施の形態において、椅子本体１は、上記の基台２の上部に固定されており、基台
２に支持されている。
【００１６】
　上記の基台２は、床の上に設置され、上記椅子本体１の脚部として、椅子本体１の下方
にて椅子本体１を支持すると共に、足を洗浄しマッサージすることが可能なフットバス装
置４を備える。
　フットバス装置４は、椅子本体１の前方に位置し被施術者ｍの足を乗せることが可能な
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シンク部４１と、主給排水装置４２とを備える。
　上記のシンク部４１は、足浴をすることが可能な浴槽である。シンク部４１内には、夫
々上記主給排水装置４２に接続された、給湯口４１ａと、排水口４１ｂと、水流を足に噴
射する複数のノズル４１ｃ…４１ｃと、循環用吸水口４１ｄとが設けられている。更に、
上記のフットバス装置４は、シンク部４１の上記給湯口４１ａやノズル４１ｃ…４１ｃと
は別に、上記主給排水装置４２に接続され、シンク部４１内の足に湯を掛けることが可能
なシャワー装置３を備える。シャワー装置３は、シャワーノズル３１と、先端が当該シャ
ワーノズル３１に接続されたホース３２と、ホース３２の後端に設けられたコック３３と
を備える。
【００１７】
　上記の主給排水装置４２は、図５へ示す通り、主給湯管６と、主給水管６０と、主排水
管７と、ミキシング装置８と、三方弁６６と、ポンプ６７と、第１導管６１と、第２導管
６２と、第３導管６３と、複数の第４導管６４…６４と、第５導管６５と、排水用導管７
１と、被連結口５６ｂと、被連結カプラ９２ｂとを備える。
【００１８】
　上記の主給湯管６は、他に設置された給湯源からこの椅子（の主給排水装置４２）に給
湯するものであり、基台２より外部へ露出する部位を備える。
　上記の給水管６０は、他に設置された給水源からこの椅子（の主給排水装置４２）に給
水するものであり、基台２より外部へ露出する部位を備える。
　上記の主排水管７は、シンク部４１の上記の排水口４１ｂと接続され、シンク部４１内
の湯水を他に設置された排水施設へ排水するものであり、基台２より外部へ露出する部位
を備える（上記の給湯源、給水源及び排水施設を纏めて給排水源と呼ぶ。また、主給湯管
６、主給水管６０及び主排水管７は、直接給排水源に接続されたものとしてもよく、間接
的に接続されたものとしてもよい。）。
　上記のミキシング装置８は、基台２内部に設けられたものであり、ミキシングバルブ８
１を備える。このミキシング装置８には、上記の主給湯管６及び主給水管６０が接続され
ている。
　上記の三方弁６６とポンプ６７とは、基台２内部に設けられている。
【００１９】
　上記の第１導管６１は、基台２内部に設けられ、三方弁６６とシャワー装置３のコック
３３とを接続している。
　上記の第２導管６２は、基台２内部に設けられ、三方弁６６とシンク部４１の給湯口４
１ａとを接続している。
　上記の第３管６３は、基台２内部に設けられ、シンク部４１の循環用吸水口４１ｄと上
記ポンプ６７（の吸水側）とを接続している。
　上記の第４導管６４…６４の夫々は、基台２内部に設けられ、上記ポンプ６７（の排水
側）とシンク部４１の上記ノズル４１ｃ…４１ｃと接続している。
　上記の第５導管６５は、基台２内部に設けられ、ミキシング装置８のミキシングバルブ
８１と第１導管６１とを連絡している。
　上記被連結口５６ｂは、基台２表面に設けられた、ホースの接続口である。
　排水用導管７１は、基台２内部に設けられ、上記の被連結口５６ｂと上記排水管７と接
続している。
　上記の被連結カプラ９２ｂは、基台２表面に設けられ、上記の三方弁６６と連絡してい
る。
【００２０】
　図５へ示す通り、上記の主給湯管６と主給水管６０と主排水管７とは、理美容室の壁Ｗ
の内部に配管され、壁Ｗと基部２（フットバス装置４の主給排水装置４２）との間は、夫
々床Ｔ上において、上記の通り外部へ露出した状態に、配管されたものである。
　上記のミキシング装置８のミキシングバルブ８１を調整することにより、給湯管６から
送られて来る湯に対して吸水管６０から送られてくる水を適量混合することによって、湯
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温を所望のものに調整することができる。
【００２１】
　上記の洗髪ボウル装置５は、図５へ示す通り、ボウル部５１と、副給排水装置５２と、
ボウル部５１及び副給排水装置５２の支持体５３とを備える。尚、図１に示す通り、副給
排水装置５２及び支持体５３は、ケーシング５５に覆われているが、図５及び図６におい
て、当該ケーシング５５は省略する。
　上記の支持体５３は、キャスタ５４…５４を備え、洗髪ボウル装置５を移動可能なもの
としている。図示はしないが、キャスタ５４…５４には、キャスタストッパを設けて、当
該キャスタストッパのロックにより、不意に転がって移動しないようにしておくのが好ま
しい。
　上記のボウル部５１は、洗髪を行うことが可能な浴槽である。ボウル部５１の内部には
、排水口５１ａが設けられている。又、洗髪ボウル装置５には、シャワーノズル９１を有
する副シャワー装置９が備えられている。
　上記の副給排水装置５２は、柔軟な副排水管５６と、一端が副シャワー装置９の上記シ
ャワーノズル９１に接続された副給湯管９２（シャワーホース）とを備える。
　副給湯９２と、副排水管５６とは、ビニールやポリエチレンといった軟質のプラスチッ
クで形成するのが好ましい。
　副排水管５６の一端は、上記のボウル部５１の排水口５１ａに接続され、副排水管５６
の他端には、基台２の上記被連結口５６ｂと連結可能な連結口５６ａが備えられている。
　副給湯管９２の端部には、基台２の上記被連結カプラ９２ｂと連結可能な連結カプラ９
２ａが設けられている。
　上記の被連結カプラ９２ｂには、従来周知のロックボールとスプリングと可動リングと
を備えたソケットを採用し、側部に凹部を備えた連結カプラ９２ａを差し込むことによっ
て、可動リングがスプリングの付勢により連結カプラ９２ａに嵌合し、ロックボールが上
記の凹部に嵌る、ワンタッチ式のものとするのが好ましい（図示はしないが、従来ガスホ
ースの接続などに採用されているカプラと同様の構造ものを採用するのが好ましい）。
　図示はしないが、副給湯管９２には、シャワーノズル９１への給湯を止めるコックが設
けられている。このコックは、ボウル部に設けておけば、操作が行い易い。但し、副シャ
ワー装置９の当該コックは、フットバス装置４の三方弁６６と被連結カプラ９２ｂとの間
に設けて、椅子本体１の背凭れ１１にて操作することを可能としてもよい。
【００２２】
　以下、この椅子の使用方法について説明する。
　理髪やパーマなどの頭部への被施術者の頭部への施術を行う際には、背凭れ１２は、図
２へ示す通り、背凭れ上部１２ａが装着されている。
　そして、シャンプーやトリートメント、育毛マッサージを頭髪へ施す際には、図６へ示
すように、副排水管５６の上記連結口５６ａを基台２の上記被連結口５６ｂへ連結し、ま
た、副給湯管９２の連結カプラ９２ａを、基台２の上記被接続用カプラ９２ｂへ連結する
。
　そして、図１へ示す通り、背凭れ上部１２ａを背凭れ１２から取り外し、キャスタを転
がして他より洗髪ボウル装置５を移動して背凭れ１２の後部に配置する。
【００２３】
　フットバス装置４の使用に際し、（施術者又は被施術者が）三方弁６６を操作して、第
１導管６１と第２導管６２とを連絡することにより、主給湯管６にて給排水源より導かれ
ると共にミキシング装置８から第５導管６５及び第１導管６１内に導入された湯が、第２
導管６２を通じて、給湯口４１からシンク部４１内へ放出される。このようにしてシンク
部４１内に給湯し湯を張ることができる。シンク部４１内に一定量の湯が溜まれば、三方
弁６６を閉じて、第１導管６１と第２導管６２とを遮断する。そして上記のポンプ６７を
作動させることによって、循環用吸水口４１ｄからシンク部４１内の湯を第３導管６３内
に吸い込む。吸い込まれた湯は、第４導管６４…６４を通じて、ノズル４１ｃ…４１ｃか
らシンク部４１内に向けて噴射される。被施術者ｍは、座部１１に座したまま、シンク部
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４１内に足を乗せる（入れる）ことによって、上記のノズル４１ｃ…４１ｃからの湯の噴
射により足部へのマッサージを受けることができる。従って、足湯及びこのようなマッサ
ージにより、極めて優れたリラクゼーション効果を得ることができる。また、上記の通り
ポンプ６７にて循環用吸水口４１ｄから吸水しノズル４１ｃ…４１ｃから放水することに
より、シンク部４１内の湯を循環させて、繰り返し利用することができる。
　更に、上記において、別途、シャワー装置３を利用して、足を洗うことができる。シャ
ワー装置３の使用に際しては、施術者がコック３３を開くことにより、第１導管６１とホ
ース３２とを連絡し、第１導管６１からホース３２へ湯を導き、シャワーノズル３１にて
、シンク部４１内の足に向けて湯を放出すればよい。シャワーノズル２１は、シンク部４
１と分離できるので、施術者が手に持って自由に操作することができる。
【００２４】
　上記のフットバス装置３は、洗髪ボウル装置５の使用とは別に利用することもできるが
、洗髪ボウル装置５と共に利用することができ、洗髪又は育毛マッサージと足部の洗浄又
はマッサージとを同時に行うことができる。特に、フットバス装置３と洗髪ボウル装置５
とを同時にしようすることによって、洗髪や育毛マッサージと共に足部マッサージによる
、リラクゼーションのシナジー（相乗）効果を得ることができる。
　洗髪ボウル装置５の利用に際しては、前記の通り背凭れ１２の後ろに洗髪ボウル装置５
をセットして、取り外したヘッドレスト１４に代えてボウル部５１に被施術者ｍの頭を置
き、施術者が副シャワー装置９の上記コックと三方弁６６とを操作することによって、シ
ャワーホース９２と基台２の第１導管６１とを連絡し、第１導管６１から、シャワーホー
ス９２へ給湯を行う。これにて、ボウル部５１内の被施術者の頭髪に向けてシャワーノズ
ル９１より、湯を放水することができる。
　上記のボウル部５１に溜まった湯は、排水口５１ａから副排水管５６を通じて、基台２
内の排水用導管７１から主排水管７に導入される。そして、フットバス装置４のシンク部
４１からの排水と共に、主排水管７より給排水源へ排水される。
【００２５】
　上記の実施の形態において、主給湯管６（及び主給水管６０）と主排水管７の夫々は、
壁Ｗから床Ｔの上に配設されるものとした。この他、床下に、これらの主給湯管６（及び
主給水管６０）と主排水管７とを配設するものとしても実施可能である。
　また、上記の実施の形態において、フットバス装置４の主給排水装置４２が、上記の主
給湯管６（主給水管６０）及び主排水管７を備えるものであった。この他、洗髪ボウル装
置５の副給排水装置５２が、上記の主給湯管６（主給水管６０）及び主排水管７を備える
ものとしても実施可能である。即ち、上記と異なり、給排水源より洗髪ボウル装置５に対
して給排水が行われ、当該洗髪ボウル装置５から間接的にフッドハス装置４に対して給排
水が行われるものとしても実施可能である。
　上記の実施の形態において、背凭れ上部１３ａに設けられたヘッドレスト１４は、背凭
れ上部１３ａと共に、背凭れ１３（背凭れ下部１３ｂ）から取り外すことが可能なもので
あった。この他、このように背凭れ１３より取り外す（分離する）のではなく、ヒンジな
どの周知の折畳手段を介して固定され、背凭れ下部１３ｂの後面側に折り畳むことが可能
なものとしても実施可能である。
　上述の通り、本願発明に係る椅子は、リラクゼーション効果を得るのに、種々の施設に
おいて広く利用に適するものであり、例えば、フィットネスクラブや、ホテル、美容院或
いは理髪店などの施設において、運動後や、待ち時間、美容のための施術時にリラクゼー
ション効果を得るのに適する。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本願発明の一実施の形態に係るフットバス用椅子の使用状態を示す全体側面図で
ある。
【図２】上記椅子の要部斜視図である。
【図３】図２に示す椅子の一部切欠要部平面図である。
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【図４】図２に示す椅子の一部切欠斜視図である。
【図５】上記本願発明に係る椅子の説明図である。
【図６】上記椅子の略全体側面図である。
【符号の説明】
【００２７】
　１　　椅子本体
　２　　基台
　４　　フットバス装置
　５　　洗髪ボウル装置
１１　　座部
１２　　背凭れ部
１４　　ヘッドレスト
４１　　シンク部
４２　　給排水装置
５１　　ボウル部
５２　　給排水装置

【図１】 【図２】
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